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第
二
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忽

第

続

(
埴
嘩
朗
百
措
七
輔
)

大
正
十
四
年
三
月
袋
行

論

叢

御

家

人

の

特

質

(一)

浦

周

.-
1T 

御

家

人

の

名

栴

御
家
人
は
鎌
倉
幕
府
時
代
に
於
て
、
雷
に
嶋
府
軍
夜
轄
の
武
士
吉

L
て
武
家
枇
舎
の
中
心
た

h
し
の
み
な
ら
歩
、

其
所
領
は
亦
武
家
経
済
の
源
泉
北

h
o
然
る
に
芸
名
稿
を
以
て
、
上
古
の
家
人
部
に
基
〈
己
な
す
は
附
曾
の
識
を

免
れ
ま
る
べ
〈
、
叉
中
古
の
賎
民
の
一
穂
た
る
家
人
に
出
づ
芭
看
依
す
も
亦
必
宇
L
も
嘗
れ
り
ど
す
べ
か
ら
?
。

令
制
に
譲
れ
ば
、
恋
人
の
所
有
に
係
る
賎
民
に
家
人
苫
奴
稗
ご
あ
り
て
、
其
中
家
人
は
宵
有
の
賎
民
た
る
官
戸

吉
相
担
割
し
、
も
ご
唐
制
に
於
け
る
部
曲
を
移
じ
た
る
も
の
な
る
も
、
同
一
意
味
に
於
け
る
家
人
の
名
も
、
亦
古
来

諭

議

御
家
人
申
特
質

第
二
十
巻

{
第
三
焼

) 

四
五
五



論

議

桐
家
人
の
特
質

第
二
十
番

(
第
三
琉

) 

凹
五
六

支
那
じ
存
し
、
唐
に
あ
り
て
は
、
民
聞
の
鵜
呼
た
り

L
を
以

τ我
A

叩
に
こ
れ
を
採
り
し
も
の
、
如
し
。

家
人
ご
奴
蝉
ご
の
問
に
は
お
の
づ
か
ら
軽
重
あ
ふ
り
。
奴
鮮
は
回
宅
牛
馬
ピ
同
じ
〈
寅
貝
せ
ら
る
ぺ
き
も
の
な
る

も
、
家
人
は
貰
買
す
る
こ
Z
な
く
、
良
人
吉
な
る
べ
き
手
続
に
つ
き
て
も
、
奴
熔
よ
h
は
容
易
な
り
。

宮
崎
博
士
は
嘗
て
此
賎
民
の
一
種
た
ら
し
家
人
が
、
年
を
経
る
に
従
う
て
良
肢
の
別
不
明
に
師

L
、
家
人
に
つ

き

τは
只
従
者
な
る
翻
念
の
み
、
永
〈
記
憶
に
残
る
に
至
れ
る
も
の
、
如
し
ご
い
は
る
。
然
る
に
こ
れ
に
つ
き
て

は
猶
ほ
多
少
の
考
慮
す
ぺ
き
貼
な
き
に
あ
ら
す
。

A
T
制
に
於
て
、
賎
民
に
階
級
を
設
〈
る
こ
正
、
雑
戸
、
陵
戸
、
官
戸
、
家
人
、
奴
抽
貯
の
玉
穂
の
多
き
に
及
ぺ

る
も
、

こ
は
依
り
に
外
国
法
の
模
倣
に
過
ぎ
て
、
英
必
要
税
度
を
超
わ
寅
際
に
史
遺
な
る
制
度
な
h
t
謂
は
5
る

ぺ
か
ら
す
。
支
那
に
あ
り
て
も
、
山
崎
律
に
は
賎
民
に
雑
戸
、
宮
戸
、
部
曲
、
客
女
及
び
奴
熔
の
階
級
ゐ
り
し
も
、

明
枠
に
至
り
て
は
、
車
に
其
奴
稗
を
残
せ
る
の
み
o
故
に
我
国
に
ゐ

h
て
は
最
劣
等
な
る
も
の
が
、
奴
蝉
な
る
一

階
級
Z
な
り
て
残
れ
る
外
.
他
は
い
つ
し
か
其
跡
を
潜
め
た
る
も
の
に
似
た

h
。
-
』
れ
を
正
倉
院
文
書
に
徴
す
る

も
、
奈
良
朝
時
代
に
於
て
、
肢
に
家
人
ご
奴
蝉
Z
を
混
同
し
、
奴
鮮
を
以
て
家
人
ご
書
せ
る
も
の
あ
る
を
見
る
な

り。
然
る
に
嘗
て
賎
民
た
り
し
家
人
が
解
放
せ
ら
れ
て
よ
h
後
は
、
法
枠
上
の
家
人
は
お
の
べ
か
ら
消
滅
に
蹄
し
た

り
し
か
ば
、
後
の
家
人
は
名
は
同
一
な
る
も
、
其
意
義
お
の
づ
か
ら
同
一
な
る
こ

Z
能
は
宇
、
類
mm
三
代
格
中
ド



牧
む
る
太
政
官
符
に
は
、

王
臣
家
人
(
貞
淑
二
年
九
月
二
十
日
)
王
臣
勢
家
人
(
寛
平
六
年
二
月
二
十
二
日
)
等
の
名

稀
あ
り
。
脅
家
人
に
あ
ら
宇
仁
て
王
刊
家
の
人
な

h
。
而
し
て
此
家
の
就
は
も
ぜ
三
位
以
上
に
限
り
て
呼
ば
れ

L

も
の
に
し
て
、

一
般
の
家
人
を
意
味
せ
玄
る
も
、
夏
に
慌
充
せ
ら
れ

τ
一
般
従
属
関
係
に
あ
り
し
も
の
を
意
味
す

る
こ
さ
、
な
れ
る
な
h
c

斯
〈
庚
義
に
移
れ
る
家
人
は
、
も
ご
よ
り
武
家
の
専
有
物
な
ら
守
。
公
卿
に
も
家
人
あ
り
、

(
繕
神
家
に
は
家

雄
吉
も
ハ
V

ふ
o

吾
妻
鐙
承
久
三
年
五
月
二
十
九
日
僚
に
、
阿
波
宰
相
中
勝
「
信
成
卿
乱
逆
之
張
本
」
家
人
河
勾
入
郎

家
賢
「
腰
瀧
口
季
賢
後
胤
」
ゐ
'
り
)
図
司
に
も
亦
家
人
あ
り
、
武
家
ざ
し
て
は
源
氏
に
も
あ
れ
ば
、
叉
平
氏
に
も
ゐ

ち
、
武
家
の
家
人
に
も
亦
家
人
ゐ

h
L
な
り
。

世
仁
家
子
郎
等
(
叉
郎
従
ご
も
い
ふ
)
を
家
人
ご
云
ふ
o

此
ニ
者
の
聞
に
は
お
の
づ
か
ら
親
疎
の
別
ゐ
h
。
明
野

訴
載
に
閥
務
傑
A
T
h
ι

載
せ
た
る
中
、
家
子
並
無
レ
止
郎
等
に
し
て
商
品
言
を
放
て
る
も
の
は
、
速
に
迄
却
す
ぺ
し
芭
の

事
見
b
た
り
。
是
等
は
哲
国
司
に
随
っ
て
任
闘
に
赴
き
吏
務
を
執
れ
る
も
の
に
[
て
、
別
に
子
息
郎
等
ご
も
書

し
、
叉
近
親
正
雄
ど
も
五
位
有
官
の
郎
等
を
採
用
す
一
ー
か
ら
十
ご
い
へ
ば
、
此
場
令
の
家
子
は
即
ち
子
息
に
嘗

h
J
、
叉
郎
等
の
中
に
は
近
親
ゐ
'
り
し
な
り
o

而
し
て
吾
妻
鏡
建
久
二
年
五
月
ニ
日
僚
に
、
禁
一
一
義
守
護
番
だ
り

L
安

田
義
定
が
、
延
屑
寺
寺
由
来
従
の
坤
輿
を
擁
し
て
禁
中
に
悶
入
す
る
を
禦
ぎ
し
聞
に
、
家
人
四
人
、
所
従
三
人
の
負

傷
者
を
出
江

L
、
こ
Z
を
載
せ
た
る
が
、
同
三
日
僚
に
牧
め
た
る
頼
朝
の
奏
放
に
は
、
同
事
を
記
し

t
、
郎
等
鴎

諭

叢

御
家
人
の
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
腕

四
五
七



論

叢

抑
家

A
D
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
腕

凹

四
五
凡

入
、
所
従
三
人
Z
せ
h
o
然
れ
ば
家
人
は
叉
郎
等
若
〈
は
郎
従
に
同
じ
当
L

ニ
デ
伊

初
度
上
滑
に
常
り

τ編
製
せ
ら
れ

L
先
陣
、
後
陣
の
随
兵
の
記
に
は
・
家
子
に
殿
の
字
ぞ
加
へ
ら
れ
し
こ
正
、
同

書
(
建
久
一
苅
年
九
月
二
十
九
日
)
に
見
ね
ロ

b
c
然
れ
ば
彼
律
令
の
賎
民
に
等
級
を
置
か
れ
し
が
如
〈
、
家
子
、
郎

営
子
、
ノ
司
吋
二
-
〉
、

h
3
Y
Q
H
k
p
l
g
τ
 

お
の
づ
か
ら
傘
卑
の
階
級
あ
り
し
な
ら
ん
。
但
し
家
子
、
郎
等
は
決
し
て
賎
民
に
あ
ら
守
、
家
子

は
も
古
家
の
子
息
を
意
味
し
、
郎
等
は
同
族
其
他
り
従
前
脚
関
係
に
あ
り
し
も
の
を
意
味
せ
+
る
な
り
。

家
子
郎
等
の
起
放
を
明
か
に
す
べ
き
資
料
に
乏
L
Z
雄
ど
も
、
今
前
記
園
司
の
場
合
に
つ
き
て
見
ん
に
、
困
司

が
並
(
・
家
族
親
族
を
任
闘
に
同
行
す
る
ニ
己
は
、

A
T
の
制
限
ゐ
り
三
雄
V
」
も
、
共
制
度
は
い
つ
し
炉
廃
弛
し
て
、
園

司
は
其
赴
任
に
常
り
、
多
〈
子
息
親
族
等
を
同
行
し

τ、
施
政
の
爪
牙
ご
な
し
股
肱
ご
な
す
を
例
ご
せ

h
o
是
等

の
郎
等
の
中
に
は
五
位
以
上
の
有
官
の
郎
等
も
あ
b
し
が
、
彼
等
は
閥
司
の
戚
を
悦
h
て
、
不
法

ω行
震
を
敢
て

す
る
も
、
痛
々
の
特
棋
を
賦
興
せ
ら
れ
た
る
有
位
者
な
る
よ
ー
り
、
強
ひ
て
ニ
れ
を
蕗
分
す
る
こ
ご
抱
は
ぎ
り
し
な

h
ノ

O

尾
張
閥
解
丈
は
、
悶
司
が
英
子
弟
郎
等
五
位
六
位
の
有
官
散
伎
の
新
賓
を
施
行
し
て
、
検
田
使
に
充
て
、
人

民
を
虐
待
す
る
事
震
を
細
叙
し
て
、
こ
れ
を
禁
止
せ
ん
こ
ご
を
請
へ
ら
o
其
中
「
郎
従
之
徒
如
レ
雲
散
昌
一
浦
於
郡
内
¥

屠
胎
迄
類
如
ー
降
移
=
佐
於
府
議
-
」

ご
あ
る
を
見
れ
ば
、
其
弊
害
の
如
何
に
甚
し
か
り
し
か
を
想
ふ
べ
し
。
彼
等
の

中
に
は
又
異
に
閥
司
の
家
子
郎
等
な
ら

g
る
も
の
が
、
往
々
名
や
こ
れ
に
恨
り
て
不
正
を
傍
め
る
も
の
必
宇
多
か

り
し
な
る
ぺ
く
、

ニ
れ
ご
共
に
家

f

十
郎
等
の
意
味
に
も
お
の
づ
か
ら
制
捜
化
を
来
た
し
て
、
子
息
な
ら
ゴ
る
も
家
子



Z
移
す
る
に
歪

b
Lな
ら
ん
。
縦
ひ
叉
組
先
の
時
代
に
は
申
晶
子
た
ら
し
も
の
も
、
子
孫
の
世
に
猶
ほ
家
子
三
稗
す

る
潟
め
、
主
(
本
義
を
失
ひ
し
も
ゐ
る
ぺ
〈
、
叉
往
時
親
族
的
関
係
ゐ

h
L
も
の
も
、
年
を
経
て
主
従
閥
係
に
凌
化

せ
L
も
の
も
あ

E
ん
。
然
れ
い
と
も
家
子
ご
郎
等
ご
を
区
別
す
れ
ば
、
家
子
は
比
較
的
に
親
族
的
関
係
あ
る
も
の
多

〈
、
郎
等
は
然
ら

g
b
L
が
如

L
。

頼
朝
が
兵
を
起
し
て
よ
り
、
来
っ
て
英
底
下
に
属
す
る
も
の
年
を
拍
車
う
て
多
き
を
加
へ
た
り
。
妻
、
氷
三
年
二
月

十
九
日
、
朝
廷
、
頼
朝
に
勅
し

τ諸
国
七
道
仁
於
り
る
武
田
男
の
輩
の
科
枇
仰
寺
院
宮
諸
詞
及
び
人
領
を
押
妨
す
る

を
停
止
せ
ち

U

所
謂
武
勇
の
輩
己
は
即
も
武
士
を
い
I

ふ
。
放
に
此
宣
旨
を
頼
朝
に
賜
ひ
し
は
、
慨
に
頼
朝
が
武
士

の
棟
梁
と
し
て
彼
等
を
統
轄
す
る
を
認
め
た
る
も
の
な
り
。
頼
朝
は
自
他
共
に
鎌
倉
殿

tν
ふ
。
故
に
頼
朝
の
武

士
は
叉
み
づ
か
ら
頼
朝
に
劃
す
る
敬
斡
よ
h
鎌
倉
殿
の
御
家
人
ご
も
、
関
東
御
家
人
己
も
い
v

ひ
て
他
ご
恒
別
L
叉

み
司
か
ら
誇
正
な
せ

b
o
而
し
て
頼
朝
の
下
文
に
も
亦
「
震
鎌
倉
殿
御
家
人
」
云
々
ご
書
せ
る
も
の
あ
h
。

ー
ー

御

家

人

の

種

類

此
等
の
御
家
人
は
、

こ
れ
を
大
別
し
て
二
ご
な
す
ヨ
}
ご
を
得
。

一
は
譜
代
の
御
家
人
に
し

τ源
氏
の
雄
先
以
来

其
家
人
た
り
し
も
の
、
又
累
代
御
家
人
ご
も
譜
代
相
仰
の
御
家
人
ご
も
い
へ

h
o
二
は
新
附
の
も
の
に
し

τ、
共
一

代
に
家
人
た
り
し
も
の
な
り
。
而
か
も
武
家
、
己
武
士

εの
従
一
勝
閲
係
は
必
す

L
も
単
純
な
ら
す
、
譜
代

t
雌
刊
と
も

前

議

制
家
人
の
特
質

第
二
十
巻

{
第
三
競

五
) 

四
五
九



論

叢

桐
家
A
白
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
脚

六
)

四
六
O

往
々
時
勢
正
推
移
し
て
、
他
家
に
隷
属
せ
し
も
の
め

b
o
新
附
の
も
の
に
至
ち
て
は
共
種
類
一
に
し

τ足
ら
歩
。

初
め
頼
酬
が
幕
府
を
創
立
す
る
に
賞
h
、
関
東
に
於
付
る
際
史
的
関
係
を
刺
用
L
て
、
東
閣
の
家
人
を
其
根
本

勢
力
Z
な
せ
り
。
然
れ
Y
」
も
其
威
カ
を
益
闘
に
遍
ね
か

ιし
め
ん
が
潟
に
は
、
こ
れ
の
み
を
以
て
満
足
す
べ
き
じ

ゐ
ら
ぎ
る
こ
己
論
な
[
O
故
に
頑
靭
は
一
中
氏
を
撃
援
し
て
実
勢
力
範
囲
を
侵
蝕
す
る
に
従
ひ
て
、
技
官
領
正
し
て

の
土
地
吉
岡
じ
〈
、
成
る
べ
く
多
〈
の
家
人
を
も
其
部
下
に
吸
牧
せ
ん
ご
ご
を
努
め
た
り
o

彼
れ
が
賞
時
知
何
に

其
勢
力
を
扶
他
し
士
心
を
牧
撹
す
る
に
焦
心
し
た
り

L
か
は
、
文
治
一
元
年

E
同
六
日
鎮
西
に
あ
h
h仏
る
弟
範
頼
に

迭
り
し
書
中
に
「
か
ま
へ
て
J
t
I
、
闘
の
者
共
に
に
〈
ま
れ
守
お
は
す
べ
し
云
々
、
営
時
は
閣
の
者
の
心
を
破
ら

同
様
な
る
事
こ
そ
古
事
に
て
あ
ら
ん
す
れ
云
々
、
携
わ
て
、
筑
紫
の
者
Y
』
も
に
、

に
〈
ま
れ
凶
や
う
に
ふ
る
ま
は

せ
給
ふ
ぺ
し
云
々
」
さ
い
ひ
て
、
丁
寧
反
面
担
、
範
頼

ω筑
紫
の
侍
に
恵
ま
れ
ざ
ら
ん
こ
ご
を
懇
識
せ
る
に
て
も
如

1
3
1
Z
》
0

1
t
f
!
 

頼
朝
は
叉
範
頼
に
、
鎮
西
九
闘
の
住
人
に
宛
て
た
る
下
文
章
過
を
迭
h
、
鎮
西
の
武
士
が
鎌
倉
殿
の
御
家
人
ご

な
L

り
て
、

一
方
に
は
其
本
所
に
安
堵
す
る
ご
共
に
、
他
方
に
は
範
頼
の
命
令
を
奉
じ
て
、
同
心
協
力
、
卒
氏
の
迫

討
に
嘗
ら
ん
ニ
正
を
勧
め
、
猶
ほ
義
経
の
勢
カ
を
彼
等
の
聞
に
扶
植
せ
ん
こ
子
ぜ
恐
れ
て
、
鎮
西
に
あ
ち
た
る
回

代
信
網
に
書
を
奥
へ
て
、
関
東
を
思
ふ
も
の
は
廷
尉
(
義
経
)
に
随
ふ
べ
か
ら
5
る
の
内
旨
を
停
へ
し
め
た

b
o

(
吾
妻
鏡
文
治
一
冗
年
四
月
廿
九
日
俊
)



是
よ
h
先
き
、
震
義
、
義
朝
前
後
相
究
で
滅
び
、
源
氏
の
勢
力
闘
に
表
へ

τよ
h
、
嘗
て
其
家
人
た
b
し
も
の

も
、
生
存
上
の
必
要
よ
ち
卒
氏
の
下
風
に
立
つ
を
徐
儀
な
〈
せ
ら
れ
、
頼
朝
の
根
篠
地
花
b
策
源
地
花
b
し
東
園

譜
代
の
家
人
す
ら
、
大
抵
一
中
氏
の
家
人
己
な
り
て
、
頼
朝
の
兵
を
起
し
、
時
、
或
は
こ
れ
を
尽
け
て
無
謀
の
寒
ご

な
し
、
或
は
ニ
れ
を
滋
へ
て
要
撃
せ
し
も
の
ゐ
り
。
而
か
も
嘗
時
に
於
け
る
家
人
の
扶
態
に
あ
り
て
、
此
〈
の
如

き
は
深
〈
怪
む
に
足
ら
ざ

h
L
の
み
な
ら
守
、
こ
れ
を
窮
迫
す
る
が
如
、
き
は
政
路
上
も
ご
よ
り
賢
明
の
慮
置
じ
あ

ら
g
h
し
を
以
て
、
額
朝
も
此
輩
の
前
科
は
、
敢
て
こ
れ
を
相
官
め
中
し

τ、
寧
ろ
其
復
婦
を
椴
迎
[
た
り
し
な

h
o
加
之
頼
朝
は
一
般
武
士
に
向
ひ
て
も
、
亦
こ
れ
ご
同
一
の
方
針
を
取
ら
し
を
見
る
。
A
-
御
家
人
の
身
分
に
つ

き
て
穏
別
せ
ん
に
、

一
平
氏
の
家
人
卒
氏
の
盛
時
に
於
て
全
国
の
武
士
が
甘
ん

C
て
築
家
人
ご
な
ゆ
し
が
如
く
、
卒
氏
の
減
己
後

に
於
け
る
諸
閣
の
武
士
も
、
亦
酬
酬
然
ご
し
て
源
氏
の
腔
下
に
趨
附

L
、
共
所
謂
譜
代
の
恩
顧
の
潟
め
、

一
身
を
犠

牲
に
供
せ
ん
ご
せ
る
も
の
、
外
に
は
、
卒
氏
ご
存
じ
を
共
に
し
て
誠
氏
を
仇
讐
視
す
る
も
の
ご
て
は
な
か
り
き
。

而
L
て
税
制
は
此
穏
の
新
附
者
を
牧
め
て
、
共
家
人
に
列
す
る
を
僻
せ
示
。
殊
に
其
一
技
一
能
ゐ
る
も
の
、
如
き

は
、
喜
ん
で
一
』
れ
を
部
下
に
牧
め
た
り
o
(
吾
妻
鏡
文
治
一
疋
年
六
月
五
日
源
宗
季
の
場
合
)
吾
妻
鏡
建
保
二
年
十
二

月
十
七
日
僚
に
、
「
右
大
嶋
市
軍
御
時
、
卒
家
侍
A
?委
上
目
之
時
者
、
可
=
召
仕
-
之
越
、
建
久
年
中
被
b

諌
み
E'

賀
大
夫
-
之

後
定
置
」
云
々

J

己
見
b
た
h
o
伊
賀
大
夫
ご
は
知
盛
の
子
知
忠
に
し
て
、
建
久
七
年
(
大
周
廿
五
日
)
兵
を
血
中
げ
ん

.y，.. 
~no 

議

制
家
人
目
特
質

第
二
十
容

(
第
三
競

4二
} 

問
中
ハ



論

叢

御
家
人
白
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
貌

F、
) 

四
，、

Z
L
て
果
た
さ
宇
、
誌
に
伏
せ
り
。
思
ふ
に
、
卒
氏
の
残
業
、
奮
中
+
-
の
唖
岬
め
に
頼
朝
を
獲
て
甘
心
せ
ん
ご
す
る
も

の
、
主
(
頃
迄
に
幕
府
の
犀
遁
に
遭
う
て
大
抵
捜
捕
せ
ら
れ
し
も
、
何
ほ
全
〈
其
跡
ef
絶
た

F
る
を
以
一
て
、
幕
府
は

特
に
新
品
規
定
を
設
け
て
危
快
の
念
を
絡
も
、
降
附
を
奨
励
せ
し
も
の
じ
あ
ら

F
る
か
。
建
保
二
年
に
は
宗
摘
の

家
人
美
濃
前
司
則
清
な
る
も
の
、
子
左
衛
門
尉
則
種
の
、
家
り

τ幕
府
に
仕
へ
ん
こ
Z
を
請
ひ
し
を
此
規
定
に
依

h
て
許
可
せ
し
な
り
o

二
罪
人
の
家
人
卒
氏
の
外
頼
朝
に
向
っ
て
敵
掛
行
匁
を
取
り
し
も
の
、
家
人
も
、
亦
降
附
す
れ
ば
、
頼
朝
は

叉
同
一
の
理
由
に
依
b
て
こ
れ
を
其
家
人
に
列
L
た
h
o
治
承
四
年
頼
朝
が
佐
竹
秀
義
を
諒
し
て
品
位
、
共
家
人
岩

瀬
興
一
太
郎
の
庶
言
に
戚
じ
て
其
罪
を
赦
し
、

t
、
御
家
人
に
列
せ

L
が
如
き
は
其
一
例
な
り
。

(
吾
妻
鏡
治
承

四
年
十
一
月
八
日
傭
元
暦
一
冗
年
頼
朝
が
常
陸
因
性
人
を
家
人
ご
せ
る
も
、
佐
竹
氏
の
沓
院
な
ら
ん
。
同
年
又
故
井

上
光
雄
の
侍
の
降
附
せ
る
も
の
を
呂
田
じ
て
家
人
ご
せ
る
こ
ご
あ
ち
)
O

此
時
代
殊
に
武
家
内
一
閲
に
行
は
れ
た
る
召
預
な
る
も
の
は
、
以
上
の
二
者
ご
密
接
の
闘
係
を
有
せ
り
。
帥
ち
武

士
の
罪
人
若
し
く
は
其
縁
坐
を
苑
れ
ざ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
御
家
人
中
に
召
預
ご
な
す
を
例
正
せ

b
。
こ
れ
一
は

其
彪
分
を
待
た
し
む
る
が
匁
め
な
り
し
も
、

一
は
其
慮
分
を
苑
れ
し
め
ん
が
斜
め
な
り
き
。
主
(
罪
に
は
軽
重
の
業

あ
hJ
て
、
重
き
は
死
罪
に
相
営
せ
る
も
の
さ
へ
あ
h
o
是
等
は
預
入
に
於
て
其
監
督
守
殿
に

L
、
刑
裁
を
加
ふ
る

を
待
た

L
め
た
る
も
の
な
り
正
雄
苫
も
、
中
に
は
メ
殊
仁
命
じ
て
こ
れ
を
優
遇
せ
し
め
し
も
あ
り
。
文
治
五
年
頼



靭
の
奥
州
征
討
に
際
L
て
、
膝
原
泰
衡
の
郎
従
由
利
八
郎
が
、
捕
へ
ら
れ
て
頼
朝
を
面
折
せ

L
こ
吉
あ
り
し
が
、

頼
朝
は
其
勇
気
を
賞
し
て
こ
れ
を
畠
山
重
忠
に
召
預
り
、
芳
情
を
施
す
ぺ

L
Z
命
じ
た
る
が
如
、
き
是
な
h
。

(吾

妻
録
文
治
五
年
九
月
七
日
僚
)
此
積
の
召
預
の
期
限
は
大
抵
務
め
こ
れ
を
定
め
歩
、
長
き
は
下
に
読
〈
波
多
野
布

経
の
如
き
七
年
に
及
び
し
も
あ
り
て
、
幕
府
も
佐
々
こ
れ
を
忘
れ

L
こ
ご
ゐ
h
o
き
れ
ば
召
預
を
命
壱
ら
れ
し
も

の
は
預
人
ご
の
閑
に
お
の
づ
か
ら
離
る
べ
か
ら
ぎ
る
情
誼
を
生
じ
、
機
を
見
て
其
赦
兎
を
請
は
ん
が
縛
め
、
或
は

葉
預
れ
る
囚
人
を
件
ひ
て
従
軍

L
、
こ
れ
を
し
T
戦
功
を
立
て
し
め
、

(
吾
妻
鏡
文
治
五
年
八
月
十
八
日
僚
に
見

わ
た
る
安
達
雄
氏
の
筑
前
房
良
心
に
於
り
る
が
如
き
)
或
は
技
蓄
に
長
暗
る
も
の
は
将
軍
の
面
前
に
こ
れ
を
試
み

L
め
て
其
目
的
を
達
せ
る
も
あ
り
。

(
文
治
四
年
四
月
ゴ
百
頼
朝
が
鶴
岡
臨
時
祭
に
臨
み
、
流
鏑
馬
の
技
に
堪
能

な
る
も
の
を
召

L
、
時
、
故
波
多
野
義
経
の
嫡
男
有
経
な
る
も
の
、
治
承
四
年
Q
A
義
経
の
誌
に
伏
せ
し
よ
り
後
、

囚
人
ご

L
て
大
庭
最
能
に
召
預
け
ら
れ
つ
、
あ
h
た
る
が
比
戸
惑
に
膝
じ
て
長
技
を
演
や
し
縛
め
、
頼
朝
の
戚
に
-
預

'
り
て
禁
罪
を
赦
き
れ

L
の
み
な
ら
や
、
む
父
の
所
領
を
給
は
り
し
が
如
吉
、
)
郎
も
応
召
頭
な
る
も
の
は
一
一
楕
の

刑
の
執
行
猶
珠
に
し
て
、
囚
人
を
し
て
召
預
の
期
間
内
に
、
罪
を
悔
い
て
自
ら
償
は
し
め
ん
ご
す
る
の
精
紳
も
、

お
の
づ
か
ら
其
中
に
寓
せ
ら
れ
た

h
o
而
し
て
此
〈
の
如
き
も
の
は
、
主
(
平
氏
た
る
ご
罪
人
た
る

z
e
g問
は
宇
、

放
3
れ
て
御
家
人
に
列
す
b
れ
た
h
J
O

日
其
他
の
家
人
罪
囚
す
ら
此
〈
の
却
さ
寛
典
に
慮
し
た

h
z
せ
ば
、
共
他
は
類
推
す
る
に
難
か
ら

5
る
ぺ

L
。

論

叢

柳
家
人
目
特
質

第
=
十
曲
せ

(
第
三
親

九
) 

四
六
三



諭

叢

桐
家
人
向
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
観

O 
) 

聞
大
岡

長
谷
部
信
柑
誌
の
如
き
は
、
一
二
俊
一
宮
(
以
仁
主
)
の
侍
な

h
Lを
、
頼
朝
が
其
往
日
に
於
け
る
武
功
を
賞
し
て
御
家
人

仁
列
せ
し
が
如
き
こ
れ
な
り
。
(
吾
妻
鏡
文
治
二
年
四
月
四
日
俊
)

然
れ
ど
も
又
家
人
間
に
於
け
る
借
地
徳
を
維
持
せ
ん
が
縛
め
、
怯
儒
不
臣
等
武
士
の
商
目
を
致
損
す
る
行
潟
ゐ
h

し
も
の
、
如
、
さ
は
、
前
三
項
の
中
正
雄
げ
と
も
家
人
た
る
を
許
さ
す
。
治
承
五
年
(
養
和
元
年
)
苧
氏
の
僚
議
足
利
俊

綱
の
家
臣
桐
生
六
郎
、
俊
綱
の
首
を
斬
h
、
其
功
に
依
b
て
御
家
人
に
列
せ
ら
れ
ん
こ
ご
を
請

οし
に
、
頼
朝
は

譜
代
の
家
版
ご
し
て
其
主
人
を
私
す
る
の
不
法
を
責
め
、
梶
原
長
時
に
命
じ
て
ニ
れ
を
斬
ら
し
め
、
{
吾
妻
銭
的

承
五
年
九
月
十
八
日
僚
)
文
泊
五
年
奥
州
征
討
の
際
、
泰
衡
の
家
人
河
国
次
郎
な
る
も
の
、
主
人
の
頭
を
頼
朝
の

陣
に
賢
し
、
時
の
如
き
も
、
頼
朝
は
芙
不
同
を
責
め
て
小
山
朝
光
に
預
け
斬
首
に
目
隠
せ
し
め
た
り
。

御

家

人

の

資

格

こ
、
に
注
意
す
べ
き
は
卒
氏
及
び
罪
人
の
如
き
飯
に
刑
裁
に
就
き
し
も
の
、
遺
臣
を
牧
容
す
る
・
」

Z
は
あ
り
し

も
、
現
に
幕
府
に
仕
ふ
る
も
の
、
家
人
郎
も

陪
臣
を
御
家
入
ご
な
す
は
、
秩
序
を
重
ん
宇
品
上
よ
b
、
原
則
正

し
で
は
ニ
れ
を
許
可
せ
ざ
る
方
針
を
取
り
つ
、
あ

b
L
こ
ご
是
な
h
o
建
久
二
年
十
二
月
一
日
税
制
は
北
僚
時
政

の
家
人
た
る
越
後
介
高
成
(
吾
妻
鏡
に
北
僚
殿
服
代
)
に
幕
府
の
出
仕
を
許
せ
り
。
こ
れ
北
僚
家
の
家
人
は
他
山
り
そ

れ
£
異
な
る
の
み
な
ら
す
、
高
成
は
時
政
が
妻
の
舛
甥
に
し
て
、
且
つ
文
血
千
ゐ
る
を
以
て
な

h
ご
い
ふ
o

此
特
別



な
る
理
由
に
依
り
て
始
め
て
御
家
人
た
る
を
許
き
れ
し
も
の
ご
す
れ
ば
、
陪
臣
の
御
家
人
た
る
+
}
ご
の
容
易
な
ら

a
z
h
し
こ
ご
略
知
る
ぺ
き
な

h
。

御
家
人
は
又
侍
正

L
て
所
領
を
所
有
す
る
を
其
原
則
正
せ
ら
。
吾
妻
鏡
文
治
三
年
九
月
十
三
日
僚
に
、
北
保
時

政
、
頼
朝
の
命
を
三
保
有
範
に
惇
へ

L
奉
書
を
載
せ
柁
る
が
、
其
中
に
、
賞
時
京
都
警
衡
の
武
士
ご
し
て
在
京
せ

る
北
保
時
定
が
、
嬬
煙
河
逃
の
船
人
を
御
家
人
ご
名
ワ
け
て
彼
等
に
並
(
下
知
献
を
奥
へ
し
こ
ご
を
否
認
し
た
ら
。

こ
れ
時
定
が
斯
る
委
任
を
受
け
居
ら

g
bし
に
も
依
る
べ
け
れ
ど
、
般
人
の
如
き
侍
に
あ
ら

F
る
も
の
を
以

τ御

家
人
ご
な
す
を
否
定
せ
る
も
の
な
り
ご
認
む
べ
し

U

侍
に
あ
ら
古
る
も
の
は
菅
に
御
家
人
た
る
こ
芭
の
困
難
な
h
し
の
み
な
ら
す
、
侍
た
る
ニ
ご
も
亦
決
し
て
容
易

に
は
ゐ
ら

g
h
Lな
h
o
時
代
は
稿
I
下
る
も
、
(
承
久
三
年
十
一
月
十
四
日
)
北
保
義
時
が
、
譜
代
の
郎
従
た
る

伊
豆
闘
の
住
人
中
の
有
功
者
を
選
ん
で
、
侍
に
准
守
ら
れ
ん
こ

F
f諦
ひ
し
に
、
時
間
軍
曹
貝
朝
は
断
乎
ご
し
て
芸
請

を
尽
け
た
り
の
其
理
尚
Z
す
る
ご
こ
ろ
は
、
若
し
こ
れ
を
許
す
に
於
て
は
、
子
孫
の
世
に
至
h
J
、
或
は
業
出
身
の

南
半
焼
な
る
e
-
t
e
f
忘
れ
て
、
幕
府
の
出
仕
を
企
つ
る
も
の
ゐ

b
、
こ
れ
が
潟
め
後
監
の
非
難
を
招
く
に
至
ら
ん
・
』

ご
を
恐
れ
た
る
に
依
る
な
b
o
郎
ち
陪
臣
の
御
家
人
吉
な
る
は
容
易
の
事
に
あ
ら
ざ
b
し
も
、
絶
劃
に
不
可
能
な

り
し
に
あ
ら
F
る
は
前
に
引
詮
せ
る
が
如
し
。
若
し
此
く
の
如
〈
侍
に
あ
ら
ず
さ
る
も
の
を
以
て
侍
ご
な
す
に
於
て

は
、
後
世
或
は
真
に
御
家
人
た
る
に
至
ら

5
る
を
保
し
難
L
o
故
に
質
靭
は
執
権
の
懇
請
に
も
拘
ら
宇
、
永
久
に

論

議

御
家
人
目
特
質

第
一
-
十
寄

(
第
一
己
競

) 

四
大
豆



高命

叢

御
家
人
の
特
質

第
六
イ
春

(
銘
三
抗

) 

四
六
六

こ
れ
を
許
可
せ
中
正
の
皿
臨
ん
叩
を
下
せ
る
も
の
な
る
べ
し
。
(
吾
妻
鏡
)

御
家
人
の
資
格
は
其
性
に
依
る
も
の
に
あ
ら
中
。
然
る
に
往
々
女
子
を
以

τ御
家
人
に
ゐ
ら
宇
ざ
す
る
も
の
あ

る
は
御
家
人
の
資
格
を
排
へ

F
る
も
の
な
り
。
頼
朝
鎌
田
正
清
の
父
義
朝
に
殉
せ
し
を
憐
み
、
其
遺
孤
を
求
め

て
男
子
な
き
を
知
り
、
女
子
を
以
て
尾
張
闘
志
濃
幾
丹
波
園
田
名
郡
雨
症
の
地
頭
職
に
補
せ

L
は
、
女
子
御
家
人

の
一
一
例
な
り
。
放
に
建
久
七
年
六
月
の
若
狭
岡
御
家
人
の
交
名
(
名
簿
)
中
に
は
営
河
武
者
所
後
家
藤
原
氏
あ
ち
、

女
子
自
身
若
狭
御
家
人
末
武
名
主
中
原
氏
女
己
向
稗
せ
る
も
見
ゅ
。
(
東
寺
百
合
文
書
)

紳
吐
寺
院
の
如
、
き
も
、
幕
府
の
祈
願
所
ご
し
て
所
領
の
恩
給
を
受
け
た
る
も
の
は
亦
御
家
人
に
准
合
ら
れ
た

h
o
文
治
一
克
年
十
二
月
、
頼
朝
は
土
佐
闘
吾
河
郡
地
頭
職
を
以
て
京
都
の
六
俊
若
宮
に
寄
附
せ
り
o
同
一
肱
は
源
氏

の
氏
一
脚
ご
す
る
入
勝
宮
に
し
て
、
其
致
地
は
潟
義
の
遺
祉
な
り
o

而
し
て
此
一
枇
領
に
劃
す
る
京
都
大
番
伎
は
別
嘗

秀
巌
を
し
て
催
勤
せ
し
め
た
ち
。
こ
れ
紳
枇
の
御
家
人
に
准
を
も
れ

L
一
例
な
b
o
只
他
の
御
家
人
の
場
令
官
異

る
は
、
芸
京
都
大
番
役
以
外
の
謀
役
兎
除
の
特
典
あ
り
し
司
}
己
、
す
c
質
茂
別
雷
紳
枇
文
書
に
牧
む
る
寛
元
二
年

六
月
三
日
の
幕
府
の
御
殺
害
に
擦
れ
ば
、
其
枇
領
石
見
図
久
永
症
は
額
酬
明
の
時
に
寄
進
せ
ら
れ
し
後
一
枇
家
進
止
の

地
ご
し
て
守
護
所
の
沙
汰
を
停
止
せ
ら
晶
、
も
、
大
番
役
は
先
例
に
任
せ
て
こ
れ
を
勤
仕
し
、
其
他
の
謀
役
は
兎

除
せ
ら
れ

L
-
』
正
六
僚
若
宮
の
場
合
に
同
じ
。

真
に
寺
院
が
均
し
〈
御
家
人
に
准
A
E

ら
れ
た
る
質
例
を
示
き
ん
に
、
置
問
藩
醤
記
に
牧
む
る
蚤
明
寺
文
書
に



肥
前
寺
水
上
寺
事
、
有
=
式
(
沙
汰
一
之
慮
、
唖
岬
=
岬
剛
東
御
祈
稽
所
-
依
v

胸
骨
=
仰
下
知
司
被
ν
品
問
=
御
家
人
-
革
、
鴬
寺
訴
訟

事
、
被
z

年
=
知
此
旨
日
可
ν
被
v
致
=
沙
汰
日
候
、
依
E

仰
執
達
如
ν
件、

永
仁
主
年
十
月
廿
六
日

家

車澗

在

中日

景

員

同

卒
岡
右
衛
門
尉
地

吉
見
ゆ
。
こ
れ
幕
府
の
新
総
所
た
る
寺
院
が
御
家
人
に
准
世
ら
れ

L
こ
ご
を
最
も
的
確
に
詩
明
す
る
も
の
な
る

が
、
そ
は
祈
鵡
所
た
る
の
故
に
あ
ら
守
し
て
幕
府
よ
り
寺
領
の
恩
給
を
受
け
た
る
が
絡
め
に
外
な
ら
A
Y
o

然
る
に

枇
寺
を
以
て
御
家
人
に
あ
ら
宇
古
肴
倣
す
も
の
あ
る
は
亦
御
家
人
資
格
の
何
た
る
を
品
川
ら

F
る
も
の
、
み
。

然
か
れ
ど
も
時
間
箪
直
轄
の
部
下
中
に
あ

h
て
も
、
間
々
御
家
人
な
ら

F
る
も
の
も
あ
り
し
が
如

L
。
吾
妻
鏡
建

久
三
年
八
月
廿
二
日
僚
に
、
雑
色
成
里
な
る
も
の
、
多
年
の
功
ゐ
る
に
依
り
て
頼
朝
の
意
に
惚
ひ
、
頗
る
御
家
人

吉
勝
劣
な
き
も
の
な
b
し
に
、
去
夏
死
去
し
た
れ
ば
、
頼
朝
は
ニ
れ
を
惜
み
て
、
主
(
チ
孫
を
物
色
し
っ
、
あ
り
し

に
、
英
子
成
得
、
此
事
を
傍
聞
き
て
、
越
中
よ
り
来
b
て
始
め
て
頼
朝
に
請
し
、
憐
感
り
詞
を
家
れ

h
Z
の
事
見

え
ロ
b
o
頗
る
御
家
人
ご
勝
劣
な

L
t
は
、
御
家
人
に
は
あ
ら
F
る
も
、
業
待
遇
略
御
家
人
吉
同
一
な
b
し
を
意

味
す
。
共
子
の
見
多
に
於
て
頼
朝
よ
り
同
惜
の
僻
を
受
け
し
ご
い
ふ
も
、
御
家
人
に
列
せ
ら
れ
し
こ
ご
見
'
ロ
F
れ

ば
、
崎
市
軍
の
直
轄
な
る
も
、
主
(
身
分
稽
劣
る
矯
め
御
家
人
に
は
列
せ
ら
れ
，
さ
り
し
な
h
o

す荷

議

柳
家
人
の
特
質

品
加
二

4
告

(
第
三
拭

四
六
七



す肯

ア花

御
家
人
目
特
質

付

V
1
1
t官

(
部
三
班

四
六
λ

営
時
侍
階
級
に
は
御
家
人
三
然
ら
ざ
る
も
の
芭
ゐ
ち
O

後
者
eT
非
御
家
人
ご
い
へ
り
o

侍
に
あ
ら
さ
る
も
の
は

凡
下
な
り
c

以
上
は
良
民
な
る
が
、

こ
れ
に
奴
稗
雑
人
の
賎
民
を
加
ふ
れ
ば
、
蛍
時
の
武
家
枇
曾
は
こ
れ
を
大
別

L
て
三
階
級
に
分
つ
こ

Z
を
得
ι
侍
・
凡
下
・
奴
碑
哩
}
れ
な
り
。
而
か
も
御
家
人
ご
非
御
家
人
ご
は
幕
府
の
待
遇
上

非
常
に
懸
隔
ゐ
る
を
以
て
、
若
し
ニ
れ
を
区
別
す
る
に
於
て
は
、
真
に
四
階
級
ご
な
る
ぺ
し
。

回

御

家

人

育、
」

な

る

手

槙

然
ら
ば
新
に
御
家
人
た
ら
ん
ご
す
る
武
士
は
、
如
何
な
る
手
績
を
要
L
セ
り
し
ゃ
、
以
下
少
し
〈
こ
れ
を
説
か

ん
C 

(
第
一
)
是
よ
り
先
き
武
士

ω公
卿
の
家
人
た
る
に
営
、
り
て
名
簿
捧
呈
の
儀
時
を
行
ふ
を
例
Z
し、

-
}
れ
を
稀
L

て
初
参
の
膿
ご
い
ヘ
ム
リ
o

頼
酬
の
時
始
め
て
御
家
人
己
な
る
に
は
亦
初
参
の
臓
を
行
へ
ら
。
ニ
れ
を
見
多
に
入
品

z
レ
へ
り
。
文
治
四
年
(
九
月
十
四
日
)
囚
入
城
長
茂
が
、
御
家
人
に
加
へ
ら
る
、
の
許
可
を
得
、
始
め
て
頼
朝
の

見
多
に
入

h
し
時
、
無
鵡
を
潰
せ
し
こ
ご
吾
妻
鏡
に
見
ね
た
り
。

(
第
二
)
然
る
に
会
岡
に
於
け
る
す
べ
て
の
御
家
人
が
、
哲
頼
朝
の
見
参
に
入
ら
ん
は
不
可
能
の
事
に
属
せ
り
。

放
に
便
宜

h
、
頼
朝
の
下
文
を
賜
ち
て
御
家
人
に
列
せ
る
も
あ
り
o
吾
妻
銃
一
冗
暦
一
冗
年
十
一
月
十
二
日
僚
に
常
陸

国
住
人
セ
御
家
人
ご
し
た
れ
ば
其
旨
を
存
十
べ
き
旨
仰
下
き
る
ご
見
ゅ
。
又
前
に
引
け
る
長
谷
部
信
連
の
如
き



も
文
治
二
年
御
'
家
人
に
列
せ
ら
れ
し
日
は
、
安
盛
岡
検
非
違
所
ご
し
て
同
国
に
あ
り
し
が
、
頼
朝
は
書
を
土
肥
貫

平
に
輿
へ
て
其
意
を
侍
へ
し
め
た
h
J
O

首
時
賞
卒
は
頼
朝
の
矯
め
に
減
遺
せ
ら
れ
て
西
海
に
あ
り
し
な
り
。

れ

亦
下
文
を
以
て
御
家
人
ご
な
す
の
一
例
ご
な
す
べ

[
C
叉
義
経
・
範
頼
等
の
見
品
位
に
入
れ
る
を
御
家
人
己
せ
る
も

あ
h
J
O

一
冗
暦
二
年
三
月
(
廿
一
日
)
義
経
が
境
浦
に
向
っ
て
出
伍
せ
ん
ご
し
た
り
し
時
、
周
防
関
在
騰
船
所
正
利
が

嘗
園
の
般
奉
行
ご
し
て
数
十
恨
の
舶
を
献
ぜ
し
か
ば
、
義
縦
は
こ
れ
に
書
を
奥
へ
て
鎌
倉
殿
の
御
家
人
ご
せ
h
o

其
前
年
却
も
元
暦
元
年
楠
次
H
t
業
が
讃
岐
聞
に
至
り
て
園
内
の
住
人
を
誘
ひ
し
時
、
卒
氏
を
去
h
て
源
氏
に
属
せ

ん
が
矯
め
上
京
せ
し
も
の
、
氏
名
を
注
進
せ
し
が
、

こ
れ
亦
恐
〈
は
官
時
在
京
せ
る
義
経
の
見
参
に
入
れ
る
な
ら

ん
o

然
れ
い
と
も
是
等
は
何
れ
も
一
時
の
機
宜
慮
分
な
る
を
以

τ、
美
氏
名
は
後
仁
こ
れ
を
頼
朝
に
注
進

t
、
英
下

文
を
得
る
を
原
則
ご
し
、
車
に
義
経
的
悲
喜
の
み
を
以
て
す
る
を
認
め
や
。
前
記
公
業
の
注
進
航
は
、
「
矯
b

入
=
鎌
倉

殿
御
見
晶
君
『
」
注
進
す
る
旨
を
記

L
、
頼
朝
は
こ
れ
を
得
て
後
、
是
等
の
住
人
に
下
文
を
奥
へ
、
み
づ
か
ら
交
名
折

紙
を
閲
覧
せ
し
こ
ご
を
告
げ
て
其
奉
一
公
を
賞
し
、
R

官
業
の
指
弾
下
に
蹴
出
し
て
勅
功
を
抽
で
ん
こ
ご
を
命
守
h
J
O
(
吾

妻
鏡
元
暦
一
万
年
九
月
十
九
日
保
)
叉
共
翌
年
五
月
八
日
に
は
範
頼
軍
の
会
謀
ご

L
て
鎮
西
に
波
遺
せ
ら
れ
た
り
し

侍
所
別
賞
和
田
義
盛
に
命
じ
て
商
闘
御
家
人
の
交
名
を
注
進
せ
し
め
た
り
o
其
七
月
(
廿
二
日
)
頼
朝
は
日
向
国
住

人
富
山
義
良
等
の
御
家
人
た
る
べ
き
も
の
に
下
支
を
奥
へ
て
他
人
の
煩
を
な
す
を
禁
喧
h
o

(
第
一
二
)
然
れ
ど
も
兵
馬
住
偲

ω際
、
多
数
の
武
士
に
悉
〈
下
文
を
興
ふ
る
も
亦
難
事
に
属
す
。
故
に
又
一
一
明
の

論

叢

制
家
入
の
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
披

五
) 

四
点
九



論

議

柳
家
人
の
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
競

占，、

四
七

O

除
外
例
を
設
り
ら
れ
た
り
。
頼
朝
は
毒
永
三
年
、
梶
原
最
時
ご
土
肥
貫
卒
を
し
て
播
際
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・
備
後

の
五
闘
を
守
護
せ
し
め
、
引
鋪
き
て
西
国
に
一
蹴
遺
せ
h
J
O

文
治
二
年
(
四
月
四
日
)
頼
朝
が
官
時
安
曇
闘
に
あ
り
た

る
長
谷
部
信
連
を
御
家
人
ご
な
せ
る
時
に
も
、
寅
平
に
命
を
山
田
へ
し
め
し
司
】
古
前
記

ω如
し
。
(
吾
妻
鏡
)
而
し
て

康
悼
文
書
に
牧
め
た
る
正
中
元
年
十
二
月
二
十
一
日
の
幕
府
の
裁
許
肢
に
「
西
岡
輩
蜂
V
F

少
帯
a
本
御
下
丈
一
、
以
=
沃

時
奉
書
-
備
ヨ
倒
家
人
支
雪
之
僚
、
常
例
息
」

Z
あ
る
に
擦
れ
ば
、
西
閣
の
御
家
人
に
向
つ
て
は
此
特
例
を
許
さ
れ

た
h
し
な
り
。
長
時
は
乱
卒
y
d
し
筏
も
侍
所
々
司
Z
し
て
構
成
、
動
も
す
れ
ば
別
常
た
る
義
盛
を
凌
駕
せ
ん
ご
せ

し
程
な
れ
ば
、
其
奉
書
は
、
頼
朝
の
本
下
文
に
准
山
せ
ら
れ
し
ご
見
ゅ
。
而
か
も
前
衛
に
設
き
し
時
定
の
下
知
放
の

如
、
き
は
、
無
効
の
も
の
た
り
し
な
h
J
O

(
第
阿
)
西
国
は
地
勢
上
幕
府
ご
隔
絶
せ
る
を
以
て
芙
御
家
人
は
大
概
守
護
の
注
進
せ
る
交
名
に
依
り
て
大
番
以
一

下
り
御
家
人
役
を
勤
仕
す
る
ぞ
例

Z
L将
軍
の
下
文
を
賜
り
て
所
領
を
知
行
せ
る
も
の
少
炉

h
し
は
、
新
編
迄
加

(
西
岡
銭
西
傑
五
)
に
牧
め
た
る
天
稿
一
万
年
五
月
一
日
の
御
放
書
に
、
「
画
一
同
御
家
人
者
、
日
一
右
大
婚
家
御
時
-
守
護

人
等
注
昌
一
女
名
-
雌
μ

令
v
催
=
劫
大
番
以
下
謀
役
-
、

給
=
闘
来
御

F
文
-
A
J
傾
=
知
所
職
日
之
輩
者
不
ν
幾、

依
為
岬
=
重
代
之
所

帯
ヘ
随
=
ぽ
宜
ヘ
或
給
=
本
家
領
家
之
下
知
一
、
或
以
昌
寺
枇
惣
官
之
下
文
-
令
=
相
侍
】
敗
、

而
今
就
一
元
日
-
多
遠
乱
出
来

云
々
」
ご
い
へ
る
に
て
明
ら
か
な
わ
。
幕
府
が
西
閤
守
護
に
向
っ
て
特
に
一
様
の
重
き
委
任
を
な
す
の
俄
儀
な
き

に
至
ち
し
も
、
斯
る
事
情
に
基
く
も
の
な
り
。



(
第
五
)
御
家
人
吉
な
る
に
は
頼
朝
の
自
費
的
に
其
資
格
を
奥
ふ
る
こ
古
前
に
引
け
る
岩
瀬
奥
一
太
郎
長
谷
部
信

連
の
如
き
も
あ
れ
ば
、
叉
自
身
御
家
人
に
列
せ
ら
れ
ん
こ

E
を
望
め
る
も
の
、
泰
衡
の
如
き
も
あ
h
{
吾
妻
鏡
文

治
五
年
八
月
二
十
六
日
僚
)
叉
御
家
人
の
紹
介
に
依
b
て
申
請
せ
る
も
あ
り
た
り
。
橘
会
長
は
、
も
吉
平
知
盛
の

家
人
に
し
て
、

一
旦
重
衡
の
椛
東
の
軍
に
加
は
り
乍
ら
、
一
中
家
の
悲
運
に
傾
げ
る
を
察

L
、
往
年
源
匁
義
の
恩
誼

を
恩
ひ
、
治
承
四
年
十
二
月
、
鎌
倉
に
来
b
て
、
奮
同
僚
た
h
ノ
し
加
々
美
長
清
に
屈
し
て
共
意
中
を
訴
へ
た
れ

ば
、
頼
朝
は
御
家
人
に
列
す
る
を
許

L
た
b
o
常
時
相
明
朝
の
見
参
に
入
れ
る
こ
さ
言
ふ
迄
も
な
か
る
べ
し
。
定
任

信
郡
の
城
長
茂
の
矯
め
に
御
家
人
に
列
せ
ら
れ
ん
・
』

F
f申
請
せ
る
も
亦
同
じ
o

(
第
六
)
御
家
人
の
家
人
は
瞭
〈
御
家
人
た
る
を
許
き
い
れ
H

と
も
、
時
ご
し
て
は
崎
府
軍
の
鑑
識
に
依
り
て
御
家
人

に
列
せ
ら
る
、
こ
ご
あ
り
し
は
前
に
説
き
し
が
如
し
。
御
家
人
は
前
節
に
も
説
げ
る
が
如
〈
、
様
々
の
特
擦
を
件

ふ
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
に
列
せ
ら
る
、
は
も
ご
よ
h
武
士
の
光
条
ご
す
る
ぜ
こ
ろ
な
b
し
も
、
場
合
に
依
り
て

は
、
御
家
人
の
こ
れ
を
僻
返
せ
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ヂ
。
正
治
二
年
勝
目
阜
相
相
家
が
工
旅
行
光
の
郎
従
の
先
き
に
陸

奥
の
戟
じ
劫
功
ゐ
h
し
を
聞
き

τ-}れ
を
引
見
L
、
三
人
の
中
一
人
を
以
て
御
家
人
に
加
へ
ん
ご
せ
し
に
、
行
克

は
孟
(
己
父
景
元
が
、
卒
氏
の
追
討
以
来
戦
場
に
赴
き
て
彼
等
の
匁
め
に
救
は
れ
、
高
死
に
一
生
を
得
し
こ
さ
も
十

固
に
及
び
、
行
売
は
叉
其
家
業
を
相
継
ぎ
て
、
み
づ
か
ら
侍
ご
す
る
ご
こ
ろ
は
此
二
人
ゐ
る
の
み
ご
い
ひ

L
か

ば
、
積
家
こ
れ
を
諒
ご

L
て
敢

τ強
οゴムソ
L
が
如
、
き
は
共
一
例
ざ
す
べ
し
o

論

議

御
家
人
目
特
質

第
二
十
巻

(
第
一
=
拙

ヒ
) 

四
七



~-þ. 
U間

時
A九

榊
家
人
白
特
質

第
二
寸
巷

(
第
三
続

F、
四
七

五

御

家

人

の

f寺

遇

此
〈
の
如
き
極
め
て
簡
草
な
る
手
績
に
依
り
て
、
杢
園
の
武
上
の
大
多
数
は
甘
ん
じ
て
関
東
の
御
家
人
に
列
せ

ら
れ
た

h
し
な
h
o
彼
等
の
御
家
人
た
る
目
的
は
一
}
れ
に
依
り

τ其
身
命
財
産
の
保
護
を
受
り
ん
ご
す
る
に
あ
り

し
司
}
ご
も
ご
よ
h
雪
国
ふ
迄
も
な
し
、
事
れ
ば
幽
明
朝
も
其
一
家
人
ご
な
れ
る
も
の
に
向
℃
は
、
み
づ
か
ら
下
文
を
奥
へ

t
他
人
の
侵
害
を
な
す
を
禁
じ
、
或
は
新
に
所
側
を
輿
へ
、
或
は
其
所
有
を
認
め
、
(
郎
も
安
堵
)
其
中
奮
領
地
の

一
中
氏
の
縛
め
に
設
吹
廿
ら
れ
し
も
の
、
如
き
は
-
}
れ
を
依
復
せ
し
め
し
も
あ
り
o

又
勲
功
の
駿
著
な
る
も
の
に
向

つ
て
は
特
別
な
る
俊
待
を
奥
ふ
る
を
践
踏
せ
吉
り
き
。
千
葉
市
胤
の
如
、
さ
は
率
先
し
て
来
麗
し
、
爾
来
同
居
期
功
あ

ち
し
を
以
て
、
頼
朝
は
彼
れ
を
以
て
父
、
乙
稽
し
首
功
さ
な
せ
り
。
下
河
議
行
一
中
は
又
子
孫
門
葉
に
列
せ
し
め
ら
れ

た
h
o
而
し
王
宮
に
其
構
内
に
於
て
幕
府
の
職
官
に
任
じ
、
地
頭
ご
な
し
、
守
護
ご
な
し
、
の
み
な
ら
子
、
彼
等

の
矯
め
に
胡
判
官
の
任
叙
を
得
せ
し
め
た

h
c

然
る
に
此
官
欝
の
授
受
に
嘗
ム
ソ

τは
俊
件
ゐ
h
o
第
一
は
必
?
将
軍
の
推
薦
郎
も
内
血
中
を
経
ざ
る
ぺ
炉
ら
F
る

こ
さ
こ
れ
な
り
o
頼
朝
は
毒
永
三
年
二
月
(
二
十
五
日
)
其
朝
務
に
闘
す
る
院
奏
中
に
於
て
、
畿
内
証
困
の
武
土
佐

人
が
、
義
経
り
命
令
の
下
に
卒
氏
追
討
の
師
に
従
は
し
め
ら
れ
ん
こ
ご
を
望
み
し
も
、
主
(
動
功
の
賞
に
至

b
て

は
頼
朝
自
身
の
奏
請
を
待
た
れ
ん
こ
ご
を
誌
へ
り
。
こ
れ
管
に
院
に
奏
せ
し
の
み
な
ら
守
、

一
般
の
御
家
人
に
向



う
て
も
巌
重
に
告
一
ポ
サ
ら
れ
し
ニ
ご
、
見
え
た
り
、
爾
来
彼
れ
は
屡
一
族
家
人
の
潟
め
に
、
受
領
某
他
の
任
官
を

奏
薦
し
、
朝
廷
は
其
請
に
任
せ
た
り
。

既
に
彼
れ
の
内
奉
を
唯
一
の
要
件
ご
し
た
る
以
上
、
若
し
こ
れ
仁
違
犯

L
て
此
子
鎖
を
省
略
し
、
直
接
に
制
官

を
担
何
た
h
L
場
合
じ
は
、
自
然

ω結
果
ざ
し
て
相
嘗
の
制
裁
を
受
け

F
る
を
得
5
h
き。

彼
頼
朝
・
義
経
の
不
和

を
生
命
し
も
、
義
艇
が
積
朝
の
奏
薦
を
待
た
守
し
て
輔
官
に
奔
任
せ
し
も
の
、
寅
に
其
一
動
機
た
'
p
h
d
c

卒
氏
追

討
の
事
未

f
其
目
的
を
蓬
せ

5
る
聞
は
、
こ
れ
に
制
裁
を
加
ふ
る
こ
ご
な
か
り
し
が
、
文
治
一
一
冗
年
四
月
(
十
五
日
)

頼
朝
は
東
闘
の
侍

ω内
暴
を
蒙
ら
中

L
て
任
官
せ
し
も
の
を
責
め
て
墨
股
以
来
に
来
る
を
禁
壱

b
。
同
五
月
九
日

に
は
又
雄
谷
重
助

ω同
一
一
り
違
犯
行
筋
を
相
官
め
て
、
召
名
を
停
め
し
め
ら
れ
ん
こ
ご
を
奏
請
せ
b
o
建
久
一
元
年
十

二
月
(
三
十
日
)
小
野
家
長
が
解
官
せ
ら
れ
し
も
、
内
恵
を
待
た
中

L
て
右
馬
免
に
任
壱
ら
れ
し
が
縛
め
、
幕
府
よ

h
J
召
名
を
停
め
ら
れ
ん
こ
己
を
奏
請
せ
る
に
基
く
も
の
な
る
こ
己
、
吾
妻
鏡
建
久
一
一
年
正
月
二
十
四
日
僚
に
見
。
口

た
れ
ば
重
助
の
如
き
も
尋
で
解
官
せ
ら
れ
し
も
の
な
ら
ん
c
猶
ほ
同
一
の
事
件
に
つ
き
て
頼
朝
の
方
針
を
徴
す
ぺ

き
も
の
、
吾
妻
鏡
文
治
二
年
四
月
二
十
一
日
僚
に
見
ゆ
。
参
看
す
ぺ

L
。
但
し
同
書
建
久
五
年
十
月
二
十
九
日
僚

に
東
胤
頼
の
子
息
の
怨
め
、
特
に
内
患
を
経
歩
し
て
蔵
人
所
の
瀧
口
た
る
こ
子
炉
】
許
せ
る
は
、
必
宇
何
等
か
の
特

別
理
由
ゐ
'
り
じ
に
依
る
な
ら
ん
も
、

A
1
は
停
は
ら
す
o

第
二
は
任
官
に
要
す
る
普
遍
の
手
績
を
履
行
す
る
に
あ

h-
。
是
時
に
蛍
h
τ
朝
廷
は
閥
単
の
負
擦
に
属
す
る
経

論

議

桐
家
人
目
特
質

第
二
寸
容

(
第
三
挽

九
) 
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回

費
eT
、
専
ら
責
官
成
功
に
仰
ぎ
℃
図
脅
の
買
乏
を
怖
ム
に
努
め

π
hノ
。
玉
葉
文
治
三
年
四
月
入
日
傑
に
「
此
日
被

v

任
=
内
臓
助
山
城
介
等
目
、
其
次
被
b

任
=
成
功
之
輩
十
俗
人
二
凡
近
年
作
法
、
毎
公
事
一
被
ν
召
=
成
功
目
、
鞠
家
之
恥
辱
、

賞
時
後
寝
只
在
=
此
事
ヘ
乱
代
之
語
以
一
ν
之
錦
ν
験
、
可
悲
々
々
」
吉
見
ゆ
。

こ
れ
祭
除
日
の
日
に
、
成
功
の
人
を
任
守

ら
れ
た
る
を
慨
せ
し
も
の
な
り
o

嘗
時
識
者
の
聞
に
は
朝
議
の
行
は
る
、
毎
に
成
功
を
徴
せ
ら
る
〉
ぜ
朝
家
の
恥

辱
さ
し
て
恋
な
も
の
な
き
に
あ
ら
F
り
し
も
、
若
し
比
特
別
任
用
令
、
即
ち
一
積
の
責
官
制
度
に
依
る
に
あ
ら
S

れ
ば
、
朝
廷
は
殆
ん
X
其
必
要
な
る
経
費
を
文
排
す
る
に
堪
へ
ざ
h
し
な
り
。
朝
廷
が
比
便
法
を
濫
用
せ
る
結

果
、
盆
財
政
の
素
乱
を
来
た
し
、
叉
官
制
上
に
も
多
〈
の
規
定
以
外
の
剰
任
を
生
悲
し
も
、
亦
己
む
を
得
ざ
る
芭

こ
ろ
な
り
。

成
功
を
募
る
の
一
唯

の
目
的
が
防
に
園
庫
の
増
牧
に
あ
り
Z
せ
ば
、
共
募
集
に
聴
や
る
は
嘗
時
の
所
謂
乱
首
卒
な

る
も
の
に
し
て
、
奉
公
の
一
端
正
も
な
る
吋
し
c

故
に
積
朝
も
又
業
推
薦
す
る
ご
こ
ろ
の
御
家
人
に
向
つ
て
は
、

此
一
般
の
通
則
に
従
ひ
て
献
納
物
を
な
苫
し
め
た
り
。
彼
文
治
一
万
年
四
月
頼
朝
が
東
園
の
武
士
の
任
意
に
任
官
せ

し
も
の
を
責
め
し
は
、
共
内
患
を
経
ぎ
り
し
ご
い
ふ
の
外
、
彼
等
が
上
日
の
勢
に
依
り
て
御
給
を
給
は
る
の
-
般

任
用
法
に
も
依
ら
中
、
縛
た
私
物
を
献
じ
て
園
用
を
足
す
の
特
別
任
用
法
に
も
依
ら
F
り
し
を
答
め
た
り
し
も
の

な
ら
。
然
れ
ど
も
若
し
会
〈
其
任
官
を
停
止
す
る
に
於
て
は
成
功
の
途
絶
ゆ
ぺ
習
を
以
て
、
彼
等
を
し

τ京
初
仁

駐
在
し
て
、
其
任
官
に
報
ゆ
芯
程
の
陣
役
、
卸
も
陣
直
の
公
役
を
勤
仕
せ
し
む
る
を
以
て
、
其
蹄
図
を
許
き
い
る



の
表
面
の
理
由
ご
し
党

h
L
を
見
る
o

き
れ
ば
建
久
元
年
頼
朝
の
初
度
上
京
の
際
、
後
白
河
法
皇
は
勅
功
の
賞
を

以
て
家
人
中
ニ
拾
人
の
任
官
を
薦
拳
す
べ
、
き
こ
ご
を
識
し
た
ま
ひ

L
も
、
頼
朝
は
回
惜
し
奉
り
、
再
懸
の
院
旨
を

奉
じ
て
僅
に
拾
人
を
推
薦
せ
る

ωみ
。
そ
は
御
家
人
中
の
鈴
々
た
る
輩
に
じ
て
、
本
人
の
動
功
に
依
h
、
若
し
〈

は
交
の
駒
功
の
賞
を
譲
ら
れ

L
に
依
る
も
の
な
れ
ど
も
、
こ
れ
亦
一
般
特
別
任
用
の
通
則
に
従
ひ
、
成
功
に
依
h
J

τ左
右
兵
衛
尉
・
左
右
衛
門
尉
等
仁
任
や
ら
れ
た
る
に
過
ぎ
宇
o
主
(
繭
功
の
放
を
以
て
除
外
例
を
請
求
す
る
が
如

き
申
請
を
敢
て
せ
ま
ち
し
な
り
。

こ
れ
に
擦
り
て
頼
朝
が
御
家
人
の
任
官
に
劃
す
る
方
針
如
何
E
観
察
す
る
に
、
嘗
時
利
慾
の
外
出
肌
柴
心
に
厩
ら

れ
て
朝
官
を
望
む
も
の
狛
は
多
く
、
地
方
人
士
に
あ
b
て
特
に
其
甚
ピ
し
か
り
し
を
見
る
。
従
っ
て
此
種
の
慾
望

に
乗
じ
て
、

一
種
の
詐
偽
手
段
を
弄
す
る
も
の
さ
へ
あ
り
o

三
代
制
翁
に
牧
め
た
る
建
久
二
年
三
月
二
十
二
日
の

新
制
中
左
の
一
僚
を
見
ば
、
思
ひ
宇
は
に
過
ぎ
ん
。

一
可
b

停
z

止
都
部
諸
人
、
狼
競
=
五
位
諸
圏
構
守
藤
宮
助
量
、

仰
、
位
記
任
府
偽
造
之
制
、
行
来
倫
失
、
而
近
年
趣
味
之
輩
、
不
砂
崩
明
畠
禁
法
ヘ
動
致
国
一
一
暗
躍
犯
目
、

F
却
一
要
人
~
和
一
段
印
刷
胤
γ
一
四
…
訪
=
之
憲
章
ヘ
尤
足
a
科
断
、
宜
下
仰
=
京
畿
諸
岡
所
部
官
型
、
乱
弾
非
違
-
、

粛
色
刷
野
詐
】
、
自
今
巳
後
、
憶
停
=
止
其
競
-
、
A

ゲ
局
私
唱
彼
位
記
井
任
符
等
目
、
知
而
不
u
引
札
奥
同
罪
、 只

食
-
-
桑
直
物
目
、

営
附
佼
記
任
仰
を
偽
造
し
、
高
岡
慣
を
以
て
希
望
者
仁
賓
附
く
る
も
の
あ
り
。
若
し
こ
れ
を
放
任
す
る
に
於
て

論

叢

桐
家
人
申
特
質

第
二
十
巻

(
第
三
蹴

一) 
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六

は
、
朝
廷
の
専
貢
樺
Z
も
い
ふ
べ
き
官
爵
の
授
受
は
怨
め
に
侵
害
を
蒙
り
て
、
成
功
に
依
る
牧
入
の
減
少
を
来
す

こ
吉
、
な
る
べ
き
を
以
て
、
朝
廷
は
其
欣
入
保
護
の
必
要
よ
り
、
新
る
禁
A
7
4
ぜ
布
〈
に
至
り
し
な
b
f
o

然
れ

H

と
も

此
J

一
事
は
朝
官
熱
望
に
閥
す
る
世
相
を
側
面
よ
h
詮
擁
立
つ
る
も
の
ご
謁
ム
ベ

L
o

若
し
幕
府
の
見
地
よ
h
こ
れ
を
4

一
回
へ
ば
、

一
般
の
御
家
人
が
幕
府
の
長
上
権
力
に
服
従
す
る
を
望
む
べ
き
こ
ど

も
ご
よ
り
い
ふ
迄
も
な
し
。
-
』
れ
に
反
し
て
彼
等
が
そ
れ
以
上
の
或
る
槌
カ
に
向
っ
て
謡
歌
し
崇
拝
す
る
を
許
3

ん
に
は
、
勝
目
阜
の
御
家
人
統
率
の
威
力
を
務
弱
な
ら
し
め
、
延
い
て
其
立
脚
地
を
品
川
〈
す
る
こ
吉
な
き
を
保
せ
。
3

る
を
以
て
、
幕
府
ご
し
て
は
絶
品
到
に
部
下
の
任
官
を
禁
遁
せ
ぬ
迄
も
、
遊
山
弘
得
ら
る
、
丈
け
、
ニ
れ
を
避
は
ん
さ

し
た

b
し
は
、
将
軍
の
立
場
よ

h
見
て
己
む
を
得
ぎ
る
さ
ニ
ろ
な
り
。
故
に
一
切
の
任
官
は
、
必
中
賂
軍
が
仲
介

者
三
な
り
、
此
仲
介
者
を
遁
L
て
授
受
せ
る
も
の
に
あ
ら
5
れ
ば
無
効
ョ
乙
な
ぜ

h
。
助
く
の
如
く
な
れ
ば
、
御
家

人
吉
朝
廷
正
の
聞
に
直
倭
開
係
を
生
す
る
こ
己
は
避
け
得
ら
る
べ
〈
、
御
家
人
を

L
て
す
べ
て
の
場
合
に
幕
府
の

統
仰
の
下
に
立
た

L
め
、
朝
廷
に
接
返
せ
ん
ご
す
る
を
防
止
す
吋
き
消
極
的
目
的
は
ニ
れ
に
依
b
て
達
す
る
ニ
芭

を
得
ぺ
き
な
り
o

こ
れ
御
家
人
の
任
官
希
望
者
が
、
骨
同
然
履
行
す
る
を
要
せ
る
手
続
に
し
て
、
何
等
特
典
の
件
ふ

も
の
に
は
あ
ら
ざ
b
L
の
み
な
ら
守
、
他
の
御
家
人
た
ら

5
る
も
の
よ
り
も
、
何
程
か
某
自
由
を
拘
束
せ
ら
れ

h
H
h
。
何
ご
な
れ
ば
此
手
続
は
幕
府
が
御
家
人
の
保
護
よ
り
も
寧
ろ
制
限
の
然
め
に
設
け
た
る
も
の
な
れ
ば
な

。。



き
れ
ば
頼
朝
は
制
限
的
に
御
家
人
の
任
官
を
許
せ
る
も
、
戒
し
得
ぺ
〈
ん
ば
栂
度
迄
其
制
限
を
及
ぼ
さ
ん
こ
さ

を
努
め
、

一
旦
正
賞
な
る
手
療
に
依
h
て
任
官
の
望
を
蓬
せ

L
も
の
迄
も
、
諭
し
て
こ
れ
を
鮮
せ
し
め
た
り
し
寅

例
少
な
か
ら
中
。
文
治
二
年
(
二
月
二
円
)
遠
因
に
佐
L
て
久
L
〈
額
要
の
官
を
帯
す
る
は
恐
れ
多
し
Z
て
、
任
官

せ
Z
御
家
人
の
僻
童
日
入
遁
を
院
に
上
つ
り
P
L

ニ
Z
あ
り
。
(
吾
妻
鏡
)
建
久
二
年
四
月
(
一
日
)
中
原
康
元
は
明
経
道

の
出
身
を
以
て
剰
任
た
h
し
に
拘
は
ら
す
、
明
法
博
士
・
友
衛
門
大
尉
に
任
性
ら
れ
、
検
非
蓮
使
の
宣
旨
を
蒙

h 、

一
部
の
非
難
を
受
け
L
が
、
同
年
十
一
月
(
五
日
)
早
〈
も
明
法
博
士
を
罷
め
ら
れ
党
h
o
こ
れ
頼
朝
が
関
東

に
祇
候
す
る
も
の
、
綴
要
の
官
職
を
策
帯
す
る
を
然
る
べ
か
ら
十
=
し
、
康
一
元
に
識
し
て
僻
せ

L
め
た
り
し
な

h
o
(
吾
妻
鏡
建
久
三
年
十
月
二
十
日
)
其
翌
年
(
建
久
三
年
)
二
月
廿
一
日
康
一
克
は
叉
上
表
し
て
左
衛
門
大
尉
を
僻

せ
し
が
、
此
事
亦
大
に
頼
朝
の
満
足
を
買
へ
り
さ
い
ふ
o
(
吾
妻
鏡
建
久
三
年
三
月
二
日
)
頼
朝
は
此
〈
の
如
、
さ
方

針
を
以
て
御
家
人
に
臨
み
し
の
み
な
ら
子
、
身
を
以
て
美
賀
行
者
=
な
り
、
跡
地
任
官
の
内
命
を
受
け
た
る
も
齢
し

て
拝
せ
十
o
建
久
一
元
年
初
度
上
京
の
目
、
動
功
に
依
り
て
押
し
て
権
大
納
言
に
任
C
、
帯
剣
を
許
苫
れ
し
が
、
勅

授
帯
剣
の
命
は
拝
せ
じ
も
‘
樫
大
納
言
は
猶
ほ
こ
れ
を
固
辞

L
、
此
解
任
の
裁
司
令
】
以
て
深
き
明
恩
ご
思
ふ
べ
き

旨
を
奏
せ
し
が
許
き
れ
や
。
尋
で
任
右
大
婚
の
内
旨
を
受
け
、
再
熔
融
附
放
を
上
1

り
し
が
ど
、

守
』
れ
亦
許
苫
れ
十
。

而
か
も
一
月

rに
経
5
る
内
に
、
雨
宮
共
に
こ
れ
を
僻
L
て
鎌
倉
に
踊
れ
り
。

然
る
に
頼
朝
は
守
護
地
頭
の
如
き
任
兎
の
権
幕
府
に
あ
る
も
の
ご
雄
げ
と
も
、
院
旨
に
捜
し
て
は
こ
れ
を
罷
免
す

言荊

設

糊
家
人
的
特
質

第
二
十
寄

(
第
三
腕

) 

四
七
七



百官

設

調
家
人
目
特
質

第
二
十
容

(
第
三
挽

四
) 

四
七
λ

る
を
僻
せ
A
V
o

朝
官
の
任
免
に
至
'
り
て
は
御
家
人
吉
雄
ど
も
、
固
よ

b
朝
命
に
服
従
せ

F
る
を
得
F
h
し
な
り
。

頼
朝
は
屡
朝
廷
に
謝
し
て
、
家
人
を
曲
庇
す
る
の
意
な
き
こ
さ
を
告
白
し
、
或
は
「
頼
朝
身
上
仁
て
候
Z
て
も
、

不
嘗
候
は
む
時
は
、
御
勘
嘗
も
可
家
事
に
て
こ
そ
候
へ
、
ま
L
て
家
人
輩
事
、
不
及
左
右
候
事
也
」
古
い

ο、
(
建

久
二
年
二
月
廿
二
日
奏
紋
)
或
は
「
天
下
落
居
之
後
は
、
諸
事
可
ν
仰
=
君
御
定
】
候
事
由
也
、
而
一
家
人
を
大
切
古
存
候
て
、

宵
御
定
候
は

A
t
は
克
不
存
候
事
也
」
ご
い
へ

b
o
古
れ
ば
建
久
元
年
正
月
御
家
人
た
る
遠
江
守
安
田
義
定
が
、

図
司
ご
し
て
六
僚
殿
港
管
の
目
白
役
に
膝
守
中
、
京
都
を
過
ぎ
り
乍
ら
園
東
上
洛
の
恒
例
に
背
き
て
密
に
蹄
園
せ
し

を
責
め
て
重
任
の
望
を
尽
け
ら
れ

L
時
、
頼
朝
は
義
定
の
宛
罪
に
劃
す
る
愁
訴
を
執
奏
せ
し
の
み
。
而
か
も
其
故

な
〈
し
て
罷
免
せ
ら
れ
し
も
の
に
至
h
J
τ

は
強
〈
抗
奏
し
て
還
任
の
目
的
を
逮
せ
り
。
文
治
二
年
五
月
(
廿
八
日
)

仁
於
り
る
前
封
馬
守
藤
原
親
光
の
選
任
り
如
き
は
其
一
例
な
b
。
頼
朝
は
親
品
ん
が
劃
馬
守

Z
L
て
平
氏
の
召
に
廊

壱
す
し
て
高
麗
に
遁
れ
し
を
賞
し
、
又
其
在
任
中
成
功
の
宣
旨
に
臨
臨
む
て
、
小
閣
の
図
守
晶
化
以
て
三
宮
内
倹
疋
の
経

俸
を
な
し
、
こ
子

奏
請
し

τ巳
ま

g
h
し
な
b
o
(
未
完
)


